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   松 田 町 英 語 検 定 料 補 助 金 交 付 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 松 田 町 が 指 定 す る 英 語 検 定 （ 以 下 「 英 検 」

と い う 。） の 受 験 機 会 の 拡 大 を 目 指 し 、 も っ て 生 徒 の 英 語 力

及 び 学 習 意 欲 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 英 検 を 受 験 す

る 生 徒 の 保 護 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 松 田 町 英 語

検 定 料 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。） を 交 付 す る こ と に

つ い て 、 松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 松 田 町 規 則 １

２ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ １ ）  児 童 生 徒  町 内 在 住 で あ り 、 町 内 外 関 わ ら ず 小 中 学

校 へ 通 学 す る 小 学 校 １ 年 生 か ら 中 学 ３ 年 生 ま で を い う 。  

 （ ２ ）  保 護 者  親 権 者 、 未 成 年 後 見 人 、 そ の 他 当 該 児 童 生

徒 を 養 育 し て い る 者 を い う 。  

 （ ３ ）  検 定 料  検 定 を 実 施 す る 機 関 が 定 め る 検 定 料 を い う 。  

 （ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 検 定 を 受 験

し た 児 童 生 徒 の 保 護 者 と し 、 申 請 は 、 当 該 年 度 で 児 童 生 徒 １

人 に つ き １ 回 限 り と す る 。  

２  前 項 の 申 請 は 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴

力 団 員 で は で き な い も の と す る 。  

 （ 補 助 対 象 検 定 ）  

第 ４ 条  補 助 の 対 象 と な る 検 定 は 、 別 表 に 定 め る 検 定 と す る 。  

 （ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 検 定 料 の 額 と

す る 。  
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 （ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 松 田 町 英 語 検 定

料 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付

し て 、 英 検 の 受 験 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 町 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ １ ）  検 定 料 の 支 払 を 証 す る 書 類 の 写 し  

（ ２ ）  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 速 や か に 審 査 し 、 松 田 町 英 語

検 定 料 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に

通 知 す る も の と す る 。  

３  前 項 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と と な っ た 申 請 者 は 、

申 請 し た 検 定 の 受 験 結 果 発 表 後 か ら ３ ０ 日 以 内 に 、 松 田 町 英

語 検 定 料 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 受 験 結 果 を

報 告 し 、 補 助 金 を 請 求 す る も の と す る 。  

４  本 補 助 金 は 、 交 付 申 請 の 時 期 が 事 業 完 了 後 と な る た め 、 規

則 第 １ ７ 号 の 規 定 に よ り 、 実 績 報 告 及 び 補 助 金 の 額 の 確 定 の

手 続 き を 省 略 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 町 長 が 定

め る 。  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適

用 す る 。  

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

検 定 名  実 施 期 間  

実 用 英 語 技 能 検 定  （ 公 ） 日 本 英 語 検 定 協 会  

英 検 S-CBT （ 公 ） 日 本 英 語 検 定 協 会  

英 検 S-interview （ 公 ） 日 本 英 語 検 定 協 会  


